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14.4 急傾斜地崩壊対策事業における用地補償 

14.4.1 用地買収範囲 

  用地の買収範囲については、「道路工事関係技術便覧（第六版）」の第 2 編第 4 節に準じ

る。 

 

14.4.2 補償工事 

 補償工事は、急傾地崩壊防止施設の施工に伴って、既存施設等を物的・機能的に復旧する必

要が生じた場合に行う。 

従前の効用以上の機能を有する計画は行わない。既存施設等の管理者の要求により改良を加

える場合は合併施工とすること。 

補償工事の完了後は、速やかに当該施設管理者に引き継ぐこと。 


